
機
能
的
自
治
の
法
構
造

─
─
「
新
た
な
地
域
自
治
組
織
」
の
制
度
構
想
を
端
緒
に
し
て
─
─

山　

本　

隆　

司

一　
「
新
た
な
地
域
自
治
組
織
」
の
制
度
構
想

二
〇
一
七
年
七
月
に
、
総
務
省
は
「
地
域
自
治
組
織
の
あ
り
方
に
関
す
る
研
究
会
報
告
書
」（
以
下
、
単
に
「
報
告
書
」
と
い
う
）

を
公
に
し
た
。
こ
の
研
究
会
が
発
足
し
た
端
緒
は
、「
人
口
減
少
、
少
子
高
齢
化
の
進
行
の
中
で
地
域
の
課
題
の
解
決
、
グ
ロ
ー
バ

ル
な
都
市
間
競
争
の
中
で
地
域
の
良
好
な
環
境
や
地
域
の
価
値
の
維
持
・
向
上
等
に
き
め
細
や
か
に
取
り
組
む
ニ
ー
ズ
が
高
ま
っ
て

い
る
こ
と
、
こ
の
よ
う
な
流
れ
は
今
後
も
継
続
し
、
加
速
し
て
い
く
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
こ
と
、
こ
う
し
た
取
組
み
に
向
け
て
合
意

を
形
成
し
、
実
践
す
る
主
体
が
、
基
礎
的
自
治
体
で
は
な
く
、
よ
り
狭
域
の
地
縁
型
組
織
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
役
割
を
十
分
に
果

た
す
こ
と
が
で
き
る
仕
組
み
を
求
め
る
要
請
が
あ
る
こ
と
」
に
あ
っ
た
。
研
究
会
は
、「
エ
リ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
は
じ
め
と
す
る

地
域
運
営
組
織
の
活
動
に
つ
い
て
、
フ
リ
ー
ラ
イ
ド
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
サ
ー
ビ
ス
提
供
に
つ
い
て
、
受
益
に
応
じ
た
費

用
負
担
を
求
め
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
こ
と
に
着
眼
し
、
地
域
の
住
民
、
土
地
所
有
者
等
に
お
い
て
機
運
が
醸
成
さ
れ
、
相
当
数
の
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合
意
が
あ
る
場
合
に
限
り
、
こ
れ
ら
の
者
が
当
然
に
加
入
し
て
構
成
員
と
な
り
、
費
用
を
負
担
す
る
仕
組
み
に
つ
い
て
、
法
制
度
と

し
て
の
実
現
可
能
性
を
検
討
・
検
証
し
」
た
。
こ
う
し
て
報
告
書
は
、「
公
共
組
合
と
し
て
の
地
域
自
治
組
織
」
と
「
特
別
地
方
公

共
団
体
と
し
て
の
地
域
自
治
組
織
」
の
「
基
本
的
な
制
度
設
計
の
イ
メ
ー
ジ
」
を
提
示
し
て
い
る
。

そ
の
際
に
参
考
に
さ
れ
た
の
は
、「
米
国
で
は
、
地
方
公
共
団
体
の
一
類
型
で
あ
り
、
特
定
目
的
の
た
め
に
任
意
に
設
立
さ
れ
る
、

Ｂ
Ｉ
Ｄ
（Business Im

provem
ent D

istrict

）
／
Ｃ
Ｉ
Ｄ
（Com

m
unity Im

provem
ent D

istrict

）
と
称
さ
れ
る
制
度
」
で

あ
っ
た
。「
Ｂ
Ｉ
Ｄ
は
主
に
商
業
・
業
務
地
、
Ｃ
Ｉ
Ｄ
は
住
宅
地
に
お
い
て
、
主
に
地
域
の
土
地
・
家
屋
所
有
者
の
申
請
に
基
づ
い

て
設
立
さ
れ
、
そ
の
区
域
内
で
は
、
土
地
・
家
屋
所
有
者
か
ら
徴
収
さ
れ
る
負
担
金
に
よ
っ
て
、
そ
の
地
区
の
道
路
、
歩
道
、
公
園
、

オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
の
維
持
管
理
や
美
化
、
治
安
維
持
、
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
、
施
設
改
善
、
そ
の
他
の
小
規
模
な
開
発
事
業
等
が
行

わ
れ
て
い
る
」。

Ｂ
Ｉ
Ｄ
の
制
度
は
、都
市
計
画
の
分
野
で
か
ね
て
関
心
を
寄
せ
ら
れ
、本
格
的
な
法
学
的
研
究
の
対
象
に
も
な
り
始
め
て
お
り
、近

時
で
は
内
閣
官
房
・
内
閣
府
の
報
告
書
で
も
参
照
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
Ｂ
Ｉ
Ｄ
を
参
考
に
「
新
た
な
地
域
自
治
組
織
」
の
法
制

度
を
構
想
す
る
に
あ
た
り
、
古
色
蒼
然
と
し
て
イ
ノ
ヴ
ェ
ー
シ
ョ
ン
能
力
に
乏
し
い
印
象
を
与
え
る
「
公
共
組
合
」
を
選
択
肢
の
一

つ
と
す
る
こ
と
は
、
適
切
な
の
か
。
本
稿
は
、
こ
の
よ
う
な
根
本
的
な
問
題
を
考
え
る
た
め
に
、
公
共
組
合
を
包
含
す
る
「
機
能
的

自
治
」
団
体
が
日
本
よ
り
活
用
さ
れ
て
お
り
、「
機
能
的
自
治
」
に
関
す
る
議
論
が
盛
ん
な
ド
イ
ツ
法
を
参
照
し
、
公
共
組
合
な
い

し
「
機
能
的
自
治
」
の
基
本
的
な
法
構
造
を
一
般
的
に
明
ら
か
に
す
る
（
二
）。
そ
し
て
、
そ
れ
で
も
Ｂ
Ｉ
Ｄ
の
制
度
化
に
あ
た
り

機
能
的
自
治
を
用
い
な
か
っ
た
ド
イ
ツ
法
に
対
し
、
日
本
で
「
新
た
な
地
域
自
治
組
織
」
を
公
共
組
合
な
い
し
機
能
的
自
治
団
体
と

し
て
構
想
す
る
こ
と
の
意
義
が
、
次
の
研
究
課
題
と
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
は
、
紙
幅
の
関
係
か
ら
別
稿
で
検
討

（
１
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

216



す
る
（
地
方
自
治
平
成
三
〇
年
六
月
号
に
掲
載
予
定
）。

二　

機
能
的
自
治
と
自
律
的
正
統
化

㈠　

地
方
自
治
と
対
比
さ
れ
る
機
能
的
自
治
の
意
義

機
能
的
自
治
（funktionale Selbstverw

altung

）
は
、
国
や
地
方
公
共
団
体
の
組
織
法
令
に
基
づ
き
、
し
か
し
国
や
地
方
公

共
団
体
か
ら
一
定
程
度
独
立
に
、
特
定
の
公
的
な
任
務
・
事
務
を
遂
行
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
当
該
任
務
・
事
務
の
利
害
関
係

者
の
全
員
が
構
成
員
と
な
る
団
体
を
組
織
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
構
成
員
と
な
る
利
害
関
係
者
は
、
一
方
で
、
任
務
・
事
務
の
遂

行
（
方
法
）
に
関
す
る
、
さ
ら
に
場
合
に
よ
り
当
該
組
織
の
設
立
・
存
続
・
解
散
そ
の
も
の
に
関
す
る
、
団
体
の
意
思
を
決
定
す
る

権
限
を
認
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
他
方
で
、
国
や
地
方
公
共
団
体
が
当
該
団
体
を
設
立
し
た
り
、
団
体
の
設
立
を
強
制
し
た
り
（
設
立

強
制
）、
利
害
関
係
者
に
団
体
へ
の
加
入
を
義
務
付
け
た
り
し
（
加
入
強
制
）、
構
成
員
は
、
団
体
の
意
思
決
定
に
服
す
る
こ
と
を
義

務
付
け
ら
れ
、
さ
ら
に
場
合
に
よ
り
任
務
・
事
務
に
要
す
る
費
用
の
負
担
を
義
務
付
け
ら
れ
る
。
機
能
的
自
治
は
、
典
型
的
に
は
社

団
法
人
に
よ
り
担
わ
れ
る
が
、
以
上
の
要
件
が
満
た
さ
れ
れ
ば
、
団
体
の
実
定
法
上
の
古
典
的
な
法
形
式
（
社
団
法
人
、
財
団
法
人

等
）
を
問
わ
ず
、
機
能
的
自
治
と
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

機
能
的
自
治
は
、
地
方
自
治
か
ら
区
別
さ
れ
る
。
地
方
自
治
を
担
う
地
方
公
共
団
体
は
、
特
定
の
事
項
に
任
務
・
事
務
を
限
定
せ

ず
、
特
定
の
空
間
（
区
域
）
に
お
い
て
公
益
を
総
合
的
・
包
括
的
に
実
現
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
そ
し
て
、
特
定
の
利
害
関
係

を
基
準
に
構
成
員
の
範
囲
が
画
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
当
該
区
域
に
生
活
の
本
拠
（
住
所
）
を
も
つ
住
民
で
あ
れ
ば
、
当
然
に
地
方

（
6
）

（
7
）
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公
共
団
体
の
構
成
員
と
な
り
、
選
挙
権
に
よ
り
平
等
に
地
方
公
共
団
体
の
意
思
決
定
に
参
加
す
る
権
限
を
も
つ
。
住
民
お
よ
び
地
方

公
共
団
体
の
区
域
で
活
動
す
る
主
体
は
、
地
方
公
共
団
体
の
財
源
を
税
と
し
て
負
担
す
る
。

機
能
的
自
治
が
認
め
ら
れ
る
に
は
、

構
成
員
の
利
益
に
最
小
限
の
同
質
性
が
あ
る
こ
と
（「
同
質
性
要
請

（H
om

ogenitätsgebot

）
」）
と
、
自
治
団
体
の
決
定
の
基
本
的
な
効
果
が
及
ぶ
範
囲
が
構
成
員
に
限
ら
れ
る
こ
と
（「
対
応
要
請

（K
orrespondenzgebot

）」）
が
必
要
で
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
。
こ
う
し
た
要
請
を
満
た
す
任
務
・
事
務
は
、
機
能
的
自
治
の
制
度

に
適
合
（A

däquanz
）
す
る
。
逆
に
、
こ
う
し
た
要
請
を
満
た
さ
な
い
場
合
に
機
能
的
自
治
の
制
度
を
と
る
と
、
関
係
利
益
を
均

衡
に
保
護
ま
た
は
実
現
で
き
ず
、
ま
た
は
、
民
主
的
な
自
己
決
定
と
い
え
な
く
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
（
㈢
⑶
・
㈣
⑵
⑶
参
照
）。
し

か
し
、
以
上
の
よ
う
に
定
式
化
す
る
と
、
機
能
的
自
治
が
機
能
す
る
た
め
の
条
件
が
は
っ
き
り
す
る
と
と
も
に
、
機
能
的
自
治
の
制

度
が
は
じ
め
か
ら
様
々
な
緊
張
関
係
を
内
包
し
、
こ
う
し
た
緊
張
関
係
が
社
会
状
況
の
複
雑
化
に
伴
い
拡
大
す
る
こ
と
も
、
明
ら
か

に
な
る
。

㈡　

機
能
的
自
治
の
任
務
・
事
務
・
利
益
状
況
に
お
け
る
緊
張
関
係

⑴　

利
害
関
係
者
の
同
質
性
？

ま
ず
同
質
性
要
請
か
ら
考
え
る
。
ド
イ
ツ
で
は
、
構
成
員
の
利
益
が
一
応
同
質
的
な
機
能
的
自
治
団
体
の
み
な
ら
ず
、
異
質
な
利

益
、
あ
る
い
は
さ
ら
に
対
立
す
る
利
益
を
も
つ
グ
ル
ー
プ
に
構
成
員
が
分
か
れ
て
い
る
機
能
的
自
治
団
体
が
見
ら
れ
る
。
前
者
の
例

が
伝
統
的
な
職
能
団
体
で
あ
る
が
、
後
者
の
例
と
し
て
、
被
保
険
者
と
雇
用
主
か
ら
構
成
さ
れ
る
疾
病
金
庫
や
、
教
授
、
職
員
と
学

生
か
ら
構
成
さ
れ
る
（
正
教
授
大
学
後
の
）
国
立
大
学
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
同
質
的
な
利
益
を
も
つ
と
一
応
想
定
さ
れ
る
構
成

員
の
間
に
も
、
当
然
な
が
ら
利
益
の
対
立
・
衝
突
は
存
在
す
る
。
結
局
、
機
能
的
自
治
団
体
に
お
け
る
構
成
員
の
利
益
の
同
質
性
は
、

（
8
）

（
9
）

（
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）

（
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）

（
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）

（
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）
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不
要
と
ま
で
は
い
え
な
い
と
し
て
も
、「
最
小
限
」
に
し
か
求
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
も
し
関
係
者
間
で
利
益
が
真
に
同
質
的
で

あ
れ
ば
、
自
発
的
な
契
約
の
締
結
や
結
社
を
促
す
制
度
を
設
け
る
以
上
に
、
機
能
的
自
治
の
制
度
が
必
要
に
な
る
場
合
は
、
極
め
て

限
定
さ
れ
よ
う
。
機
能
的
自
治
の
制
度
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
異
質
性
を
も
つ
諸
利
益
の
調
整
を
含
ま
ざ
る
を
得
な
い
。

そ
れ
で
も
、
最
小
限
の
利
益
の
同
質
性
が
あ
れ
ば
、
す
べ
て
の
利
害
関
係
者
に
よ
り
組
織
を
構
成
し
て
公
益
を
実
現
す
る
仕
組
み

は
、
国
や
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
選
挙
と
比
べ
、
直
接
性
の
強
い
民
主
政
的
参
加
の
制
度
と
し
て
、
独
自
の
意
義
を
失
わ
な
い
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
参
加
を
保
障
す
る
だ
け
で
当
然
に
、
異
質
性
を
含
む
諸
利
益
を
適
切
に
考
慮
し
て
調
整
す
る
こ
と
が
で
き
る
わ

け
で
は
な
い
。
国
や
地
方
公
共
団
体
の
代
表
民
主
政
に
よ
る
決
定
に
お
い
て
利
害
関
係
か
ら
の
距
離
が
最
小
限
保
障
さ
れ
る
こ
と

（
詳
し
く
は
㈢
）
が
、機
能
的
自
治
団
体
で
は
、当
然
に
は
想
定
で
き
ず
、一
部
の
利
益
か
ら
距
離
を
と
ら
ず
に
決
定
が
行
わ
れ
て
（
他

の
）
権
利
利
益
が
侵
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
、
よ
り
大
き
い
こ
と
は
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑵　

利
害
関
係
者
全
体
に
よ
る
団
体
の
構
成
？

次
に
、
対
応
要
請
も
文
字
通
り
に
満
た
す
こ
と
は
元
来
困
難
で
あ
る
。
機
能
的
自
治
は
、「
最
小
限
」
の
同
質
性
を
も
つ
利
益
の

主
体
を
す
べ
て
糾
合
し
て
構
成
員
と
し
、
構
成
員
間
に
共
通
の
利
益
を
増
進
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
利

益
の
増
進
が
同
時
に
直
接
的
に
、
国
や
地
方
公
共
団
体
の
公
益
を
増
進
さ
せ
る
か
ら
こ
そ
、
国
や
地
方
公
共
団
体
が
機
能
的
自
治
を

制
度
化
す
る
と
い
え
る
。
構
成
員
間
に
共
通
の
利
益
の
増
進
を
目
的
と
し
て
強
制
加
入
が
制
度
化
さ
れ
る
団
体
で
も
、
国
や
地
方
公

共
団
体
の
公
益
を
直
接
的
に
増
進
さ
せ
る
と
は
い
え
な
い
も
の
は
、
機
能
的
自
治
団
体
に
含
め
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
（
マ
ン
シ
ョ
ン

管
理
組
合
等
）。

確
か
に
、
機
能
的
自
治
団
体
の
作
用
の
主
要
な
名
宛
人
に
な
る
と
い
う
意
味
で
、
自
治
団
体
の
決
定
の
「
基
本
的
な
」
効
果
を
受

（
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）

（
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）

（
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（
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）
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け
、
強
い
利
害
関
係
を
も
つ
者
は
、
す
べ
て
自
治
団
体
の
構
成
員
に
包
含
す
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
包
含
す
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
よ

う
。
し
か
し
、
自
治
団
体
の
作
用
に
法
的
な
利
害
関
係
を
も
つ
主
要
な
名
宛
人
以
外
の
者
の
す
べ
て
を
、
自
治
団
体
の
構
成
員
に
し

よ
う
と
す
る
と
、
構
成
員
の
利
益
が
最
小
限
と
い
う
意
味
で
も
同
質
的
と
い
え
な
く
な
り
、
前
述
の
同
質
性
要
請
と
衝
突
す
る
お
そ

れ
が
あ
る
。
国
や
地
方
公
共
団
体
と
は
異
な
る
組
織
構
成
に
よ
る
機
能
的
自
治
を
生
か
そ
う
と
す
る
場
合
、
機
能
的
自
治
団
体
の
作

用
に
法
的
な
利
害
関
係
を
も
つ
者
の
す
べ
て
を
、
自
治
団
体
の
構
成
員
に
包
含
す
る
こ
と
ま
で
は
要
請
で
き
な
い
。
と
は
い
え
、
行

政
作
用
の
第
三
者
の
権
利
利
益
を
保
護
な
い
し
実
現
す
る
こ
と
は
、
行
政
手
続
法
お
よ
び
行
政
訴
訟
法
の
み
な
ら
ず
、
機
能
的
自
治

に
お
い
て
も
重
要
な
課
題
で
あ
る
。
機
能
的
自
治
の
法
制
度
は
、
構
成
員
以
外
の
主
体
（
第
三
者
）
の
利
益
、
な
い
し
構
成
員
の
み

な
ら
ず
第
三
者
も
も
つ
利
益
を
適
切
に
考
慮
す
る
た
め
の
機
構
を
備
え
る
よ
う
に
、
設
計
す
る
必
要
が
あ
る
。

㈢　

法
原
理
と
し
て
の
自
律
的
正
統
化
・
組
織
法
構
造
と
し
て
の
機
能
的
自
治

⑴　

自
律
的
正
統
化

機
能
的
自
治
は
、
公
的
な
任
務
・
事
務
の
遂
行
を
目
的
と
し
、
利
害
関
係
者
全
員
を
構
成
員
と
す
る
団
体
の
形
成
と
い
う
、
組
織

法
上
の
法
形
式
の
一
種
を
意
味
す
る
。
し
か
し
以
上
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
団
体
が
機
能
的
自
治
と
い
う
法
形
式
を
と
る
だ
け
で
は
、

当
該
団
体
は
公
的
な
任
務
・
事
務
を
遂
行
す
る
正
統
性
を
必
ず
し
も
備
え
ら
れ
な
い
。
法
形
式
と
し
て
の
機
能
的
自
治
は
、
そ
の
意

味
で
非
完
結
的
な
概
念
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
機
能
的
自
治
の
意
義
を
、
次
の
よ
う
に
法
原
理
と
し
て
析
出
し
、
機
能
的
自
治
を
組
織

法
構
造
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
、
解
釈
論
・
立
法
論
を
展
開
す
る
上
で
有
益
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
利
害
関
係
者
全
員
に
よ
る
決
定

を
淵
源
と
し
て
、
組
織
を
形
成
し
任
務
・
事
務
の
遂
行
や
そ
れ
に
従
事
す
る
人
員
の
選
任
を
行
う
こ
と
を
、
公
的
な
組
織
の
可
塑
的

な
構
成
原
理
の
一
つ
で
あ
る
「
自
律
的
正
統
化
（autonom

e Legitim
ation

）」
と
し
て
捉
え
る
の
で
あ
る
。
法
原
理
と
し
て
の
「
自

（
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律
的
正
統
化
」
の
概
念
は
、
当
該
任
務
・
事
務
に
関
係
す
る
（
諸
）
利
益
の
性
質
に
応
じ
て
、「
民
主
的
正
統
化
」
な
ど
他
の
法
原

理
と
組
み
合
わ
せ
て
、
組
織
な
い
し
団
体
を
構
成
す
る
可
能
性
と
必
要
性
を
含
意
す
る
。

⑵　

民
主
的
正
統
化

自
律
的
正
統
化
と
組
合
せ
が
可
能
な
い
し
必
要
な
法
原
理
と
し
て
、
ま
ず
、
す
で
に
言
及
し
て
い
る
通
り
、
諸
利
益
か
ら
距
離
を

と
り
異
質
な
諸
利
益
も
調
整
す
る
た
め
の
民
主
的
正
統
化
が
挙
げ
ら
れ
る
。
制
度
と
し
て
は
、
国
や
地
方
公
共
団
体
の
行
政
機
関
が

機
能
的
自
治
団
体
に
よ
る
事
務
の
遂
行
に
対
し
関
与
を
行
う
制
度
や
、
そ
れ
が
（
強
く
）
求
め
ら
れ
な
い
場
合
も
要
請
さ
れ
る
法
律

や
条
例
に
よ
る
機
能
的
自
治
団
体
の
規
律
で
あ
る
（「
二
重
の
正
統
化
秩
序
」）。

⑶　

関
係
諸
利
益
の
均
衡
考
慮

関
係
す
る
諸
利
益
が
均
衡
の
と
れ
た
形
で
表
出
さ
れ
考
慮
さ
れ
る
機
会
を
保
障
す
る
こ
と
の
要
請
も
、
機
能
的
自
治
団
体
の
設
立

を
正
当
化
す
る
理
由
と
し
て
、
そ
し
て
同
時
に
機
能
的
自
治
団
体
内
部
の
組
織
や
手
続
を
規
律
す
る
法
理
と
し
て
、
説
か
れ
て
き
た
。

す
な
わ
ち
、
機
能
的
自
治
団
体
は
、
国
や
地
方
公
共
団
体
が
規
律
お
よ
び
実
現
す
る
こ
と
に
法
的
な
限
界
（
例
、
国
立
大
学
の
自
治

の
根
拠
と
し
て
の
学
問
の
自
由
）、
ま
た
は
事
実
上
の
限
界
が
あ
る
権
利
利
益
を
規
律
お
よ
び
実
現
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
る
。
そ

し
て
、
機
能
的
自
治
団
体
を
設
け
る
場
合
、
特
定
の
利
益
が
一
方
的
に
貫
徹
さ
れ
て
他
の
権
利
利
益
が
侵
害
さ
れ
る
危
険
に
対
処
す

る
た
め
に
、
手
続
や
組
織
を
適
切
に
構
築
す
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
例
え
ば
、
特
定
の
利
益
か
ら
距
離
を
と
る
た

め
に
選
挙
権
の
平
等
が
厳
し
く
要
請
さ
れ
る
民
主
的
正
統
化
の
場
合
と
異
な
り
、
は
じ
め
か
ら
目
的
を
特
定
の
任
務
・
事
務
に
限
定

し
、
ま
た
構
成
員
を
利
害
関
係
者
に
限
定
す
る
機
能
的
自
治
団
体
に
つ
い
て
は
、
構
成
員
の
参
加
権
の
形
式
的
な
平
等
が
特
定
の
利

益
か
ら
の
距
離
を
保
障
す
る
と
い
う
理
念
は
、
必
ず
し
も
妥
当
し
な
い
。
利
害
関
係
者
の
分
布
状
況
に
よ
っ
て
は
、
諸
利
益
が
表
出

（
22
）

（
23
）

（
24
）

機能的自治の法構造

221



さ
れ
る
機
会
の
均
衡
を
図
る
た
め
に
必
要
な
限
度
で
、
構
成
員
の
参
加
権
に
重
み
づ
け
を
す
る
こ
と
も
認
め
ら
れ
る
場
合
が
あ
ろ

う
。⑷　

情
報
と
知
識
に
基
づ
く
任
務
・
事
務
の
遂
行

さ
ら
に
、
機
能
的
自
治
を
正
当
化
す
る
と
同
時
に
、
そ
の
組
織
や
手
続
を
規
律
す
る
法
理
と
し
て
、
十
分
な
情
報
と
知
識
に
基
づ

き
任
務
・
事
務
を
遂
行
す
る
こ
と
の
要
請
も
挙
げ
ら
れ
る
。
大
ま
か
な
傾
向
と
し
て
い
え
ば
、
一
方
で
、
機
能
的
自
治
団
体
の
構
成

員
は
、
問
題
の
現
場
に
近
く
、
問
題
の
解
決
に
必
要
な
い
し
有
益
な
情
報
や
知
識
を
有
す
る
。
他
方
で
、
国
（
や
地
方
公
共
団
体
）

の
行
政
機
関
は
、
距
離
を
と
っ
た
視
点
か
ら
幅
広
く
組
織
的
に
情
報
や
知
識
を
蓄
積
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
情
報
と
知
識
の
布
置
状

況
を
考
慮
し
て
、
機
能
的
自
治
の
範
囲
を
画
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
機
能
的
自
治
団
体
自
体
に
お
い
て
も
、
利
害
関
係
者
の
参
加

の
要
請
と
専
門
性
の
要
請
は
衝
突
す
る
こ
と
が
あ
り
、
両
者
の
要
請
を
調
整
す
る
必
要
が
あ
る
。
加
え
て
、
機
能
的
自
治
に
お
い
て

は
、
専
門
家
が
当
然
に
利
益
か
ら
距
離
を
と
っ
て
中
立
的
な
判
断
を
す
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
問
題
が
特
に
強
く
現
れ
る
か
ら
、

専
門
家
の
参
加
の
場
面
で
も
、
均
衡
を
と
っ
て
関
係
諸
利
益
を
考
慮
す
る
こ
と
の
要
請
を
勘
案
し
て
、
組
織
・
手
続
を
構
築
す
る
必

要
性
が
強
い
。

㈣　

機
能
的
自
治
・
自
律
的
正
統
化
の
法
的
位
置
付
け

⑴　

機
能
的
自
治
と
他
の
法
制
度
と
の
共
通
性
と
差
異

以
上
の
よ
う
に
法
原
理
を
媒
介
に
し
て
考
え
る
と
、
次
の
よ
う
に
、
機
能
的
自
治
の
法
制
度
と
他
の
法
制
度
と
の
共
通
性
お
よ
び

差
異
を
明
確
に
し
、
両
法
制
度
を
区
別
し
つ
つ
連
続
的
に
把
握
す
る
可
能
性
が
開
か
れ
る
。

第
一
に
、「
民
主
的
正
統
化
」
の
基
礎
と
な
る
選
挙
が
命
令
的
委
任
（「
事
項
・
内
容
に
関
わ
る
民
主
的
正
統
化
」）
を
排
除
し
、
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個
別
の
政
策
決
定
に
関
す
る
国
民
投
票
の
手
続
と
法
的
性
質
を
異
に
す
る
こ
と
と
対
照
的
に
、
特
定
の
任
務
・
事
項
に
関
す
る
「
自

律
的
正
統
化
」
は
、「
成
員
性
と
参
加
と
い
う
構
成
要
素
」
を
も
ち
、
利
害
関
係
者
全
員
に
よ
る
一
回
的
な
決
定
の
手
続
と
連
続
的
に

捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
自
律
的
正
統
化
の
基
礎
と
な
る
利
害
関
係
者
全
員
に
よ
る
決
定
が
、
機
能
的
自
治
と
し
て
団

体
の
意
思
を
形
成
す
る
に
は
至
ら
な
い
態
様
で
、
公
的
な
任
務
・
事
務
を
遂
行
す
る
手
続
に
組
み
込
ま
れ
る
制
度
も
、
機
能
的
自
治

と
連
続
性
を
も
つ
も
の
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
た
視
点
は
、
Ｂ
Ｉ
Ｄ
の
理
解
に
も
資
す
る
。

第
二
に
、
複
数
の
利
害
関
係
団
体
の
代
表
か
ら
合
議
制
意
思
決
定
機
関
が
構
成
さ
れ
る
一
つ
の
団
体
（
以
下
「
協
働
団
体
」
と
い

う
）
を
、
国
や
地
方
公
共
団
体
が
法
令
に
よ
り
設
立
し
て
任
務
・
事
務
を
委
ね
る
制
度
も
、
利
害
関
係
者
全
員
に
よ
り
団
体
を
形
成

す
る
機
能
的
自
治
と
連
続
的
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
協
働
団
体
は
、
利
害
関
係
者
全
体
を
包
括
す
る
参
加
の
要

素
を
機
能
的
自
治
よ
り
後
退
さ
せ
つ
つ
、
関
係
諸
利
益
の
均
衡
考
慮
の
要
請
ま
た
は
情
報
・
知
識
に
基
づ
く
任
務
・
事
務
の
遂
行
の

要
請
を
、
機
能
的
自
治
よ
り
強
調
す
る
趣
旨
の
制
度
と
い
え
る
。
利
益
の
均
衡
考
慮
の
観
点
が
強
い
団
体
の
例
が
、
ド
イ
ツ
各
州
の

放
送
営
造
物
で
あ
り
、
専
門
知
識
の
集
約
の
観
点
が
強
い
団
体
の
例
が
、
保
険
医
の
団
体
と
疾
病
金
庫
の
団
体
の
代
表
等
か
ら
構
成

さ
れ
る
各
州
委
員
会
・
連
邦
共
同
委
員
会
（
社
会
法
典
第
五
編
九
〇
条
以
下
）、
お
よ
び
、
労
働
組
合
、
使
用
者
団
体
と
公
的
主
体

の
代
表
か
ら
構
成
さ
れ
る
連
邦
労
働
機
構
（
社
会
法
典
第
三
編
三
六
七
条
以
下
）
で
あ
る
。
こ
う
し
た
団
体
の
位
置
付
け
に
つ
い
て

は
、
ド
イ
ツ
で
盛
ん
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
項
を
改
め
て
⑵
で
敷
衍
す
る
。

第
三
に
、
国
や
地
方
公
共
団
体
が
利
害
関
係
者
全
体
で
な
く
個
々
の
私
的
主
体
に
公
的
任
務
・
事
務
の
遂
行
を
委
ね
る
公
私
協
働

も
、
機
能
的
自
治
よ
り
も
参
加
の
要
素
を
後
退
さ
せ
て
、
関
係
諸
利
益
の
均
衡
考
慮
の
要
請
ま
た
は
情
報
・
知
識
に
基
づ
く
任
務
・

事
務
の
遂
行
の
要
請
を
強
調
し
て
、
構
築
さ
れ
る
制
度
で
あ
る
。
両
制
度
の
連
続
性
に
鑑
み
る
と
、
公
私
協
働
を
推
進
す
る
の
で
あ
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れ
ば
、
機
能
的
自
治
を
拡
充
さ
せ
る
可
能
性
も
検
討
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ド
イ
ツ
で
も
、
自
治
行
政
が
「（
規
制
さ
れ
た
）
自
己
規
整
」

に
対
す
る
選
択
肢
に
な
る
旨
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

⑵　

協
働
団
体
の
正
統
性
？

⑴
第
二
で
述
べ
た
機
能
的
自
治
と
協
働
団
体
と
の
連
続
的
な
関
係
は
、「
実
質
的
自
治
行
政
」
と
「
形
式
的
自
律
」
と
し
て
、
あ
る

い
は
さ
ら
に
、
利
害
関
係
に
関
わ
る
「
構
成
員
の
選
挙
を
通
じ
た
社
団
構
成
員
に
よ
る
民
主
的
正
統
化
」
と
専
門
性
に
関
わ
る
「
営

造
物
に
お
い
て
団
体
に
媒
介
さ
れ
た
正
統
化
」
と
し
て
、
定
式
化
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

さ
ら
に
進
ん
で
、
協
働
団
体
で
あ
る
こ
と
か
ら
公
的
任
務
・
事
務
を
遂
行
す
る
こ
と
が
正
統
化
さ
れ
る
と
す
る
見
解
も
現
れ
て
い

る
。
協
働
団
体
を
端
的
に
（
機
能
的
）
自
治
に
含
め
る
見
解
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
で
は
、
放
送
営
造
物
の
「
自
治
」
が
一
般
に
認
め
ら

れ
て
い
る
こ
と
や
、
連
邦
労
働
機
構
が
「
自
治
行
政
を
行
う
公
法
上
の
社
団
」
で
あ
る
旨
が
法
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
（
社
会
法
典
第

三
編
三
六
七
条
一
項
）
等
か
ら
す
れ
ば
、
自
然
な
見
解
か
も
し
れ
な
い
。
最
近
で
は
、
利
害
関
係
が
同
質
的
で
な
く
対
立
す
る
こ
と

も
あ
る
複
数
の
団
体
が
一
つ
の
協
働
団
体
を
形
成
し
、
い
ず
れ
も
単
独
で
は
意
思
決
定
で
き
ず
合
意
を
目
指
す
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
構
築

す
る
こ
と
に
よ
り
、
利
害
関
係
者
の
参
加
、
関
係
諸
利
益
の
調
整
や
専
門
知
識
の
収
集
を
図
る
制
度
を
、「
組
織
・
合
意
に
よ
る
正

統
化
」
と
し
て
定
式
化
し
、
組
織
・
人
員
に
関
わ
る
民
主
的
正
統
化
お
よ
び
事
項
・
内
容
に
関
わ
る
民
主
的
正
統
化
を
補
足
な
い
し

部
分
的
に
代
替
す
る
法
原
理
と
す
る
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。
論
者
は
、
こ
う
し
た
組
織
・
合
意
に
よ
る
正
統
化
に
基
づ
く
「
集
団

多
元
的
合
意
行
政
」
が
機
能
的
自
治
行
政
か
ら
区
別
さ
れ
る
点
を
、
当
該
行
政
の
任
務
が
社
会
全
体
に
関
わ
り
利
害
関
係
者
が
限
定

で
き
な
い
た
め
、
利
害
関
係
者
の
全
体
の
参
加
は
必
要
で
な
く
、
む
し
ろ
利
害
関
係
者
の
団
体
以
外
の
団
体
も
参
加
す
る
点
に
求
め

る
。

（
32
）

（
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）
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複
数
の
機
能
的
自
治
団
体
が
一
つ
の
協
働
団
体
を
組
織
し
、
こ
の
協
働
団
体
が
、
法
令
ま
た
は
当
該
協
働
団
体
の
規
約
に
従
っ
て
、

間
接
的
で
あ
れ
利
害
関
係
者
全
体
を
代
表
す
る
よ
う
に
構
築
さ
れ
た
制
度
で
あ
れ
ば
、
協
働
団
体
そ
れ
自
体
も
自
律
的
正
統
化
に
よ

る
機
能
的
自
治
団
体
と
見
る
余
地
が
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
う
で
は
な
く
単
に
複
数
の
団
体
の
代
表
が
結
集
さ
れ
て
組
織
化
さ
れ
る

協
働
団
体
の
場
合
は
、
統
治
者
と
被
治
者
と
の
同
一
性
、
公
益
に
関
す
る
自
己
決
定
と
い
う
民
主
的
正
統
化
と
自
律
的
正
統
化
に
共

通
の
理
念
的
基
礎
が
、
組
織
法
に
よ
り
制
度
的
に
保
障
さ
れ
な
い
。
こ
う
し
た
協
働
団
体
の
場
合
を
、
機
能
的
自
治
に
含
め
る
こ
と

や
、
民
主
的
正
統
化
・
自
律
的
正
統
化
と
同
格
の
「
正
統
化
」
と
観
念
す
る
こ
と
に
は
、
疑
問
が
残
る
。

⑶　

民
主
的
正
統
化
と
自
律
的
正
統
化
と
の
緊
張
関
係

ド
イ
ツ
で
さ
ら
に
激
し
く
争
わ
れ
て
い
る
テ
ー
マ
は
、
機
能
的
自
治
な
い
し
自
律
的
正
統
化
と
民
主
的
正
統
化
と
の
関
係
で
あ

る
。
そ
れ
は
、
民
主
的
正
統
化
の
意
義
に
関
す
る
議
論
が
、
機
能
的
自
治
な
い
し
自
律
的
正
統
化
の
位
置
づ
け
を
め
ぐ
る
形
で
明
確

に
現
れ
る
こ
と
に
よ
る
。

一
方
に
は
、
民
主
的
正
統
化
を
尖
鋭
に
貫
徹
し
よ
う
と
し
、
た
か
だ
か
憲
法
（
解
釈
）
上
の
「
例
外
」
し
か
認
め
な
い
見
解
が
あ

る
。
論
者
は
、「
利
害
関
係
」
と
い
う
概
念
の
不
明
確
性
等
を
理
由
に
、
利
害
関
係
者
の
自
己
統
治
と
し
て
の
「
自
治
」
を
統
一
的
な

概
念
と
し
て
立
て
る
こ
と
す
ら
否
定
す
る
。
こ
の
見
解
は
、「
民
主
政
に
お
け
る
規
範
的
観
点
か
ら
は
、
国
籍
（
公
民
権
）
が
、
法
的

に
重
要
な
能
動
的
地
位
と
の
関
わ
り
を
示
す
唯
一
の
重
要
な
指
標
で
あ
る
」
と
し
、
憲
法
解
釈
論
に
お
い
て
国
籍
概
念
に
よ
り
利
害

関
係
の
概
念
を
排
除
す
る
考
え
方
を
基
礎
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、「
基
本
法
二
〇
条
二
項
一
文
が
民
主
的
正
統
化
の
要
請
を
、
す

で
に
文
言
の
選
択
に
よ
っ
て
独
占
す
る
」
と
い
う
「
正
統
化
の
一
元
論
」
に
基
づ
き
、
統
一
的
な
自
治
概
念
の
憲
法
解
釈
論
上
の
意

義
を
否
定
す
る
。 （
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）

（
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こ
れ
に
対
し
、
近
時
は
、
民
主
的
正
統
化
の
基
礎
に
あ
る
民
主
政
原
理
は
「
ル
ー
ル
」
で
は
な
く
法
「
原
理
」
で
あ
り
、
他
の
法

原
理
と
相
互
に
柔
軟
に
調
節
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
必
要
で
あ
る
と
の
見
解
が
説
か
れ
て
い
る
。
こ
の
見
解
の
背
景
に
は
、
民
主

政
原
理
も
、
共
同
体
の
一
体
性
な
い
し
共
同
体
に
帰
属
す
る
「
国
民
」
の
一
体
性
を
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
前
提
に
し
て
優
先
す
る
の
で

は
な
く
、
個
人
の
自
由
と
尊
厳
・
自
己
決
定
を
基
礎
と
す
る
点
で
法
治
国
原
理
と
共
通
性
を
も
ち
、
異
質
な
個
人
か
ら
継
続
的
に
多

元
的
な
共
同
体
を
形
成
す
る
た
め
の
法
原
理
と
捉
え
る
べ
き
で
あ
る
と
の
観
念
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
基
本
的
な
考
え
方
は
、
首
肯

で
き
よ
う
。

も
っ
と
も
、
こ
う
し
た
近
時
の
見
解
は
さ
ら
に
、
民
主
的
正
統
化
と
機
能
的
自
治
に
お
け
る
自
律
的
正
統
化
と
の
質
的
な
区
別
を

否
定
す
る
傾
向
に
あ
る
。
確
か
に
、
公
益
を
実
現
す
る
た
め
に
共
同
体
の
形
成
を
目
指
す
自
由
な
個
人
を
出
発
点
に
し
て
考
え
る
と
、

二
つ
の
正
統
化
に
は
、
公
益
に
関
す
る
組
織
化
を
通
じ
た
自
己
決
定
、
自
己
統
治
と
い
う
理
念
（
前
述
⑵
）
の
共
通
性
が
認
め
ら
れ

る
。
し
か
し
、
参
加
の
主
体
の
範
囲
・
属
性
に
関
す
る
差
異
（
正
統
化
の
淵
源
が
国
民
ま
た
は
住
民
か
、
利
害
関
係
者
全
体
か
）
が
、

単
に
広
狭
や
程
度
の
違
い
に
と
ど
ま
ら
ず
、
参
加
の
対
象
の
性
質
に
関
す
る
差
異
（
公
益
に
関
す
る
包
括
的
・
総
合
的
な
決
定
か
、

限
定
さ
れ
た
公
益
に
関
す
る
決
定
か
）
に
も
連
関
し
、
さ
ら
に
法
治
国
原
理
と
の
関
係
に
係
る
差
異
に
結
び
つ
く
点
は
、
看
過
で
き

な
い
。
す
な
わ
ち
、
民
主
的
正
統
化
は
、
特
定
の
利
益
に
偏
ら
ず
公
正
中
立
的
に
公
益
を
実
現
す
る
と
い
う
意
味
の
法
治
国
原
理

（「
特
殊
利
益
に
対
す
る
距
離
」
の
要
請
）
に
よ
く
適
合
す
る
の
に
対
し
、
自
律
的
正
統
化
は
、
多
様
な
利
益
の
考
慮
と
情
報
・
知
識

の
幅
広
い
摂
取
と
い
う
意
味
の
（
開
放
化
さ
れ
た
）
法
治
国
原
理
を
実
現
す
る
た
め
に
活
用
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
民
主
的
正
統

化
と
自
律
的
正
統
化
は
、
共
通
の
基
礎
を
も
つ
こ
と
を
認
め
つ
つ
、
明
確
に
区
別
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。「
正
統
化
の
方
法
の
多
元
化
」

を
標
榜
し
、
自
律
的
正
統
化
に
よ
る
機
能
的
自
治
も
含
め
、「
観
点
の
多
元
性
」
等
の
た
め
の
「
参
加
的
正
統
化
」
を
、
民
主
的
正

（
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）

（
46
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（
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統
化
を
「
補
足
」
す
る
要
素
と
す
る
見
解
も 

、
そ
の
よ
う
な
方
向
で
展
開
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
に
対
し
、
自
律
的
正
統
化
な
い
し
機
能
的
自
治
を
民
主
的
正
統
化
に
形
式
的
に
接
続
さ
せ
る
見
解
も
あ
る
。
第
一
は
、
機
能

的
自
治
は
、
国
民
に
よ
る
民
主
的
正
統
化
と
同
様
の
形
態
で
利
害
関
係
者
に
よ
る
「
自
己
決
定
」
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
国
民

に
よ
る
民
主
的
正
統
化
の
縮
小
が
「
補
償
」
さ
れ
る
限
り
で
「
例
外
」
と
し
て
認
め
ら
れ
る
と
し
、
機
能
的
自
治
に
お
い
て
、
原
則

と
し
て
す
べ
て
の
利
害
関
係
者
の
平
等
な
参
加
に
よ
る
意
思
決
定
を
求
め
る
見
解
で
あ
る
。
し
か
し
、
参
加
の
主
体
・
対
象
等
の
差

異
か
ら
、
自
律
的
正
統
化
は
民
主
的
正
統
化
を
単
純
に
「
補
償
」
す
る
関
係
に
は
な
く
、
民
主
的
正
統
化
の
場
合
と
同
様
の
意
味
で

参
加
権
の
平
等
を
要
請
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
（
㈢
⑶
）。
第
二
に
、
国
や
地
方
公
共
団
体
が
機
能
的
自
治
団
体
の
設

立
根
拠
と
同
時
に
団
体
構
成
員
の
範
囲
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
組
織
・
人
員
に
関
わ
る
民
主
的
正
統
化
が
「
集
合
的
に
」
な
さ
れ

る
と
い
う
見
解
が
あ
る
。
し
か
し
、
選
任
さ
れ
る
個
別
・
特
定
の
人
が
示
さ
れ
な
け
れ
ば
、
組
織
・
人
員
に
関
わ
る
民
主
的
正
統
化

が
な
さ
れ
た
と
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

㈤　

機
能
的
自
治
に
お
け
る
構
成
員
に
対
す
る
公
課

⑴　

非
租
税
公
課
の
法
的
類
型

機
能
的
自
治
に
つ
い
て
は
、
以
上
の
よ
う
な
参
加
と
正
統
性
を
巡
る
問
題
だ
け
で
な
く
、
費
用
負
担
の
問
題
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

機
能
的
自
治
を
実
施
す
る
た
め
に
要
す
る
費
用
を
負
担
す
る
義
務
が
構
成
員
に
課
さ
れ
る
場
合
、
こ
う
し
た
義
務
は
ど
の
よ
う
な
法

的
性
質
を
も
つ
も
の
と
し
て
正
当
化
さ
れ
る
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
ド
イ
ツ
で
は
、
租
税
以
外
の
公
課
の
法
的
性
質
に
つ
き
議
論

が
蓄
積
さ
れ
て
お
り
、
参
考
に
な
る
。

議
論
の
出
発
点
は
、
次
の
よ
う
な
「
租
税
国
家
」
原
理
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
国
は
、
任
務
の
遂
行
が
財
政
的
な
関
心
や
財
政
の

（
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）

（
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）

（
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（
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（
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不
足
に
よ
り
歪
め
ら
れ
な
い
よ
う
に
、
原
則
と
し
て
、
具
体
的
な
任
務
の
遂
行
の
対
価
で
は
な
く
、
経
済
的
な
負
担
能
力
に
応
じ
て

徴
収
さ
れ
る
租
税
に
よ
り
国
の
任
務
遂
行
の
費
用
全
体
を
賄
う
べ
き
で
あ
る
。
こ
う
し
た
原
理
に
よ
り
、
非
租
税
公
課
は
い
わ
ば
例

外
と
し
て
、
国
の
個
別
具
体
的
な
任
務
の
性
質
と
関
連
づ
け
て
正
当
化
す
る
こ
と
を
要
請
さ
れ
る
。
非
租
税
公
課
の
類
型
と
し
て
は
、

①
国
の
何
ら
か
の
個
別
の
給
付
に
対
し
個
々
の
主
体
が
負
担
す
る
「
負
担
金
（Gebühr

）
」、
②
国
の
特
定
の
事
業
な
い
し
施
設
に

よ
り
給
付
を
受
け
る
可
能
性
が
あ
る
範
囲
の
者
が
負
担
す
る
「
分
担
金
（Beitrag

）
」、
③
利
害
が
同
質
的
で
、
特
定
の
公
益
を
実

現
す
る
た
め
に
特
別
な
責
任
を
負
う
関
係
者
が
負
担
す
る
「
特
別
公
課
（Sonderabgabe

）」
が
挙
げ
ら
れ
て
き
た
。
③
が
国
に
よ

る
何
ら
か
の
反
対
給
付
を
伴
わ
な
い
の
に
対
し
、
①
②
は
国
に
よ
る
受
益
に
対
す
る
負
担
で
あ
る
。
①
の
場
合
、
個
々
の
給
付
と
反

対
給
付
と
の
間
に
直
接
の
対
応
関
係
が
あ
り
、
負
担
金
は
、
国
が
給
付
に
要
し
た
費
用
に
対
応
す
る
額
（「
費
用
相
当
原
理
」）
ま

た
は
国
の
給
付
が
受
給
者
に
も
た
ら
す
「
特
別
の
利
益
」
に
対
応
す
る
額
（「
等
価
原
理
」）
と
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
②
の
分
担

金
は
、
国
の
事
業
ま
た
は
施
設
か
ら
受
益
す
る
「
可
能
性
」
に
基
づ
き
課
す
こ
と
が
で
き
、
こ
の
場
合
に
お
け
る
給
付
と
反
対
給
付

と
の
関
係
は
、
直
接
的
な
も
の
で
は
な
い
。

⑵　

機
能
的
自
治
団
体
の
構
成
員
に
対
す
る
公
課
の
法
的
性
質

機
能
的
自
治
団
体
の
構
成
員
の
費
用
負
担
は
、「
団
体
負
担
」、「
構
成
員
資
格
に
関
わ
る
公
課
」
と
い
わ
れ
、
以
上
①
～
③
と
は

異
な
る
独
自
の
公
課
の
類
型
と
説
か
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
見
解
は
、
団
体
負
担
は
「
公
課
の
支
払
い
と
反
対
給
付
と
の
間
に
交

換
関
係
が
な
く
」、「
包
括
的
で
特
定
さ
れ
て
い
な
い
財
源
の
必
要
性
」
に
よ
る
「
租
税
に
比
較
的
近
い
」
公
課
で
あ
る
と
す
る
。
し

か
し
、
機
能
的
自
治
団
体
は
国
と
異
な
り
任
務
が
は
じ
め
か
ら
特
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
機
能
的
自
治
団
体
の
公
課
の
性
質
を
租
税

に
引
き
寄
せ
て
理
解
す
る
こ
と
に
は
問
題
が
あ
る
。
そ
し
て
、
民
主
的
正
統
化
と
機
能
的
自
治
な
い
し
自
律
的
正
統
化
と
は
性
質
が

（
56
）
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異
な
る
か
ら
（
㈣
⑶
）、
機
能
的
自
治
団
体
の
構
成
員
と
い
う
だ
け
で
、
租
税
と
異
な
る
公
課
を
正
当
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で

あ
ろ
う
。

「
団
体
負
担
」
の
概
念
に
反
対
す
る
見
解
は
、
機
能
的
自
治
団
体
の
構
成
員
に
対
す
る
公
課
の
根
拠
に
な
る
の
は
、
団
体
へ
の
加

入
強
制
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
加
入
強
制
も
根
拠
づ
け
る
団
体
の
任
務
の
性
質
で
あ
る
旨
を
指
摘
し
、
具
体
的
に
は
、
い
わ
ゆ
る
団

体
負
担
は
②
の
分
担
金
と
し
て
正
当
化
さ
れ
る
と
す
る
。
あ
る
い
は
、
い
わ
ゆ
る
団
体
負
担
は
特
別
公
課
に
近
く
、
た
だ
、
構
成
員

が
「
財
源
調
達
任
務
」
に
と
ど
ま
ら
な
い
「
行
為
の
任
務
」
を
負
う
点
が
特
別
公
課
と
異
な
る
、
と
す
る
見
解
も
あ
る
。
特
別
公
課

が
自
治
行
政
団
体
へ
の
強
制
加
入
制
度
の
機
能
的
等
価
に
な
る
と
い
う
指
摘
も
、
同
様
の
考
え
方
を
示
す
も
の
と
解
さ
れ
る
。
ま
と

め
る
と
、
機
能
的
自
治
団
体
の
構
成
員
に
対
す
る
公
課
は
、
一
方
で
、
機
能
的
自
治
に
よ
り
個
々
の
団
体
構
成
員
が
具
体
的
な
役
務

を
給
付
さ
れ
る
可
能
性
を
も
つ
場
合
に
は
分
担
金
、
他
方
で
、
こ
の
よ
う
に
個
別
の
団
体
構
成
員
に
具
体
的
な
利
益
が
帰
属
す
る
わ

け
で
は
な
い
が
、
団
体
構
成
員
全
体
が
機
能
的
自
治
に
よ
り
、
他
の
国
民
な
い
し
住
民
の
利
益
か
ら
区
別
さ
れ
る
強
度
の
「
同
質
」

的
な
利
益
を
受
け
る
場
合
に
は
、
特
別
公
課
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

も
っ
と
も
、
前
述
の
よ
う
に
、
機
能
的
自
治
団
体
の
構
成
員
に
お
け
る
利
害
関
係
の
同
質
性
は
、
他
の
国
民
な
い
し
住
民
の
利
益

か
ら
「
基
本
的
に
」
区
別
さ
れ
る
「
最
小
限
」
の
も
の
に
と
ど
ま
る
場
合
が
多
い
（
㈡
）。
そ
う
で
あ
る
と
す
る
と
、
機
能
的
自
治

の
制
度
に
よ
り
、
団
体
内
部
に
お
い
て
、
お
よ
び
団
体
外
部
と
の
関
係
で
、
適
切
に
諸
利
益
の
調
整
を
図
る
こ
と
（
㈢
参
照
）
に
よ

り
は
じ
め
て
、
特
別
公
課
を
正
当
化
す
る
「
同
質
」
的
な
利
害
関
係
者
が
創
出
さ
れ
る
場
合
が
想
定
さ
れ
よ
う
。「
団
体
公
課
」
の

概
念
は
、
こ
の
よ
う
に
機
能
的
自
治
が
特
別
公
課
を
正
当
化
す
る
一
つ
の
因
子
に
な
る
こ
と
を
示
唆
す
る
意
義
を
も
つ
と
思
わ
れ

る
。

（
57
）

（
58
）

（
59
）
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な
お
、
負
担
金
と
分
担
金
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
分
担
金
は
、
一
定
程
度
再
分
配
機
能
を
も
ち
、
負
担
金
に
比
べ
財
産
権
侵
害

の
度
合
い
が
高
い
か
ら
、
個
別
に
負
担
金
を
決
済
す
る
こ
と
に
す
る
と
必
要
な
行
政
費
用
が
大
き
く
な
る
場
合
や
役
務
が
利
用
さ
れ

な
く
な
る
場
合
に
の
み
正
当
化
さ
れ
る
、
と
す
る
見
解
が
あ
る
。
し
か
し
、
負
担
金
と
分
担
金
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
よ
り
実
現
さ
れ
る

公
的
な
任
務
・
事
務
お
よ
び
関
係
利
益
の
性
質
に
よ
り
正
当
化
さ
れ
る
か
ら
、
負
担
金
を
分
担
金
が
補
完
す
る
と
い
う
よ
う
な
単
純

な
関
係
に
立
つ
わ
け
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
む
し
ろ
、
役
務
を
個
々
人
の
需
要
に
個
々
に
応
じ
て
提
供
す
る
の
で
は
な
く
、
一
定

程
度
の
再
分
配
機
能
を
も
た
せ
て
提
供
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
負
担
金
で
な
く
分
担
金
に
よ
り
役
務
を
提
供
す
る
制
度
が
採
ら

れ
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
点
は
、
負
担
金
と
特
別
公
課
と
の
関
係
に
も
妥
当
し
よ
う
。

㈥　

地
方
公
共
団
体
の
法
形
式
を
利
用
し
た
機
能
的
自
治

最
後
に
、
㈠
で
言
及
し
た
機
能
的
自
治
と
地
方
自
治
と
の
関
係
の
問
題
に
立
ち
戻
る
こ
と
に
す
る
。
機
能
的
自
治
団
体
の
中
に
は
、

特
定
の
地
域
の
生
活
空
間
を
公
益
に
適
う
よ
う
に
形
成
・
管
理
す
る
こ
と
を
任
務
・
事
務
と
す
る
も
の
が
あ
る
。
日
本
で
現
在
、
公

共
組
合
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
も
の
は
、
か
な
り
の
部
分
が
こ
れ
に
当
た
る
。
こ
う
し
た
地
域
の
生
活
空
間
に
関
わ
る
機
能
的
自
治
は
、

地
方
公
共
団
体
の
関
与
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
、
機
能
的
自
治
と
は
異
な
る
性
質
を
も
つ
地
方
自
治
と
関
係
を
結
ぶ
（
㈠
、
㈢
⑵
）。

し
か
し
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
地
域
の
生
活
空
間
に
関
わ
る
機
能
的
自
治
に
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
地
方
自
治
と
共
通
性
を
も
つ
面
が

あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
地
方
自
治
の
側
か
ら
は
次
の
よ
う
に
示
さ
れ
る
。
伝
統
的
に
重
要
と
さ
れ
て
き
た
地
方
公
共
団
体
の
任
務
・
事
務

に
は
、都
市
計
画
な
ど
地
域
的
な
空
間
利
用
計
画
の
策
定
・
実
現
や
、公
の
施
設
の
設
置
・
管
理
な
ど
、地
域
の
生
活
空
間
の
形
成
・

管
理
が
数
え
ら
れ
る
。
ま
た
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
は
、
事
務
・
任
務
が
さ
ら
に
包
括
的
・
総
合
的
な
国
に
比
べ
て
、
個
別
の
施

（
60
）

（
61
）

（
62
）

（
63
）
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策
に
つ
き
住
民
の
直
接
参
政
に
よ
り
決
定
を
行
う
可
能
性
が
開
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
「
民
主
的
正
統
化
、
自
律
的
正
統
化
、
参
加

の
間
の
移
行
関
係
を
表
現
す
る
」。
財
政
に
つ
い
て
も
、
地
方
税
に
は
応
益
課
税
で
あ
る
均
等
割
の
部
分
が
所
得
割
と
並
び
存
在
す

る
。こ

の
よ
う
に
地
方
公
共
団
体
が
、地
域
の
生
活
空
間
を
形
成
・
管
理
す
る
機
能
的
自
治
と
共
通
す
る
性
質
を
も
つ
と
す
る
と
、（
普

通
）
地
方
公
共
団
体
が
（
特
別
）
地
方
公
共
団
体
の
法
形
式
で
機
能
的
自
治
団
体
を
設
け
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
手
法
に
よ

る
と
、
既
に
一
般
的
に
法
定
さ
れ
運
用
さ
れ
て
い
る
地
方
公
共
団
体
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
仕
組
み
が
機
能
的
自
治
団
体
に
適
用
さ
れ
、

ま
た
、
機
能
的
自
治
団
体
に
対
す
る
（
普
通
）
地
方
公
共
団
体
の
関
与
が
自
ず
と
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
意
味
で
こ
の

手
法
は
、
既
存
の
制
度
を
用
い
る
こ
と
に
よ
り
、
機
能
的
自
治
に
伴
う
問
題
点
を
で
き
る
限
り
明
確
に
除
去
す
る
手
法
と
い
え
る
。

反
面
で
、
地
方
公
共
団
体
の
法
形
式
に
よ
り
、
団
体
の
設
立
や
構
造
を
決
定
す
る
利
害
関
係
者
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
を
制
約
す
る
度

合
い
が
大
き
く
な
り
、
機
能
的
自
治
に
固
有
の
意
義
が
最
大
限
に
は
生
か
さ
れ
な
く
な
る
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
。
ま
た
、
狭
い
範

囲
の
利
害
関
係
者
が
特
定
の
任
務
に
つ
き
決
定
を
行
う
た
め
に
、
特
定
の
利
益
か
ら
距
離
を
と
り
に
く
い
と
い
う
、
機
能
的
自
治
の

問
題
状
況
そ
の
も
の
が
な
く
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
当
該
団
体
の
構
成
員
に
対
し
特
別
に
公
課
を
行
う
と
す
れ
ば
、
当
該
公
課
に
実

質
的
な
根
拠
が
あ
る
か
が
問
わ
れ
る
点
は
（
㈤
）、
た
と
え
地
方
税
の
形
式
を
と
る
と
し
て
も
、
や
は
り
、
い
わ
ゆ
る
団
体
負
担
と

し
て
の
法
形
式
を
と
る
場
合
と
変
わ
ら
な
い
。

（
1
）　

報
告
書
五
〇
頁
・
三
〇
頁
。

（
2
）　

こ
こ
で
は
、
先
駆
的
な
研
究
と
し
て
、
保
井
美
樹
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
るBusiness Im

provem
ent D

istrict 

（
Ｂ
Ｉ
Ｄ
）
─
─
Ｎ
Ｐ
Ｏ
に
よ

（
64
）
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る
中
心
市
街
地
活
性
化
─
─
」
都
市
問
題
八
九
巻
一
〇
号
（
一
九
九
八
年
）
七
九
頁
以
下
、
近
時
の
研
究
と
し
て
、
御
手
洗
潤
「Business 

Im
provem

ent D
istrict

制
度
論
考
─
─
わ
が
国
で
の
導
入
を
念
頭
に
置
い
て
─
─
」
土
地
総
合
研
究
二
〇
一
七
年
秋
号
四
八
頁
以
下
を
挙
げ
る
に

と
ど
め
る
。

（
3
）　

主
な
も
の
と
し
て
、
高
村
学
人
「
多
極
化
す
る
都
市
空
間
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
─
─
境
界
を
開
く
法
の
役
割
」
東
京
大
学
社
会
科
学
研
究
所　

大
沢
真

理
＝
佐
藤
岩
夫
編
『
ガ
バ
ナ
ン
ス
を
問
い
直
す
Ⅱ　

市
場
・
社
会
の
変
容
と
改
革
政
治
』（
二
〇
一
六
年
）
四
七
頁
以
下
、
高
村
学
人
「
サ
ン
フ
ラ

ン
シ
ス
コ
市
に
お
け
る
ビ
ジ
ネ
ス
改
善
地
区
の
組
織
運
営
と
そ
の
法
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
（
一
）（
二
）
─
─
観
察
調
査
法
に
よ
る
ケ
ー
ス
・
ス
タ
デ
ィ

─
─
」
立
命
館
大
学
政
策
科
学
二
四
巻
三
号
二
六
五
頁
以
下
・
四
号
一
八
一
頁
以
下
（
二
〇
一
七
年
）、
原
田
大
樹
「
街
区
管
理
の
法
制
度
設
計
─

─
ド
イ
ツ
Ｂ
Ｉ
Ｄ
法
制
を
手
が
か
り
と
し
て
─
─
」
法
学
論
叢
一
八
〇
巻
五
＝
六
号
（
二
〇
一
七
年
）
四
三
四
頁
以
下
。

（
4
）　

内
閣
官
房
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
本
部
事
務
局
＝
内
閣
府
地
方
創
生
推
進
事
務
局
「
日
本
版
Ｂ
Ｉ
Ｄ
を
含
む
エ
リ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
推
進

方
策
検
討
会
（
中
間
と
り
ま
と
め
）」（
二
〇
一
六
年
六
月
三
〇
日
）。

（
5
）　

公
共
組
合
に
つ
き
詳
し
く
は
、
安
本
典
夫
「
公
共
組
合
」
雄
川
一
郎
＝
塩
野
宏
＝
園
部
逸
夫
編
『
現
代
行
政
法
大
系
第
七
巻　

行
政
組
織
』（
一

九
八
五
年
）
二
八
七
頁
以
下
。
原
田
・
前
掲
註
（
3
）
四
五
七
頁
は
、「
公
共
組
合
の
組
織
が
硬
直
的
で
Ｂ
Ｉ
Ｄ
事
業
に
向
か
な
い
」
と
す
る
。
も
っ

と
も
同
論
文
四
七
六
頁
以
下
は
、
日
本
に
お
け
る
Ｂ
Ｉ
Ｄ
の
立
法
論
と
し
て
、
公
共
組
合
と
す
る
選
択
肢
も
提
示
す
る
。
さ
ら
に
同
論
文
は
、
公
共

組
合
の
任
務
お
よ
び
追
求
す
る
利
益
と
、Ｂ
Ｉ
Ｄ
の
任
務
お
よ
び
追
求
す
る
利
益
と
の
齟
齬
も
指
摘
す
る
（
一
方
で
四
五
七
頁
、他
方
で
四
八
〇
頁
）。

（
6
）　W

infried K
luth, in: W

olff/ Bachof/ Stober/ K
luth, V

erw
altungsrecht II, 7. A

ufl., 2010,

§99 Rn. 1 ff.

（
7
）　

E
berhard Schm

idt-A
ßm

ann, Zum
 staatsrechtlichen Prinzip der Selbstverw

altung, in: GS für M
artens, 1987, S. 249 ff. 

（262

）
は
、
私
法
人
や
部
分
的
な
権
利
能
力
を
も
つ
団
体
に
も
自
治
団
体
と
な
る
可
能
性
を
認
め
る
。
し
か
しR

einhard H
endler, D

as 
Prinzip Selbstverw

altung, in: Isensee/ K
irchhof 

（H
rsg.

）, H
andbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik D

eutschland, Bd. 
V

I, 3. A
ufl., 2008, 

§143 Rn. 23 ff.

な
ど
ド
イ
ツ
の
通
説
は
、
自
治
団
体
を
公
法
上
の
団
体
に
限
定
す
る
。

（
8
）　

詳
し
く
は
、
太
田
匡
彦
「
住
所
・
住
民
・
地
方
公
共
団
体
」
地
方
自
治
七
二
七
号
（
二
〇
〇
八
年
）
二
頁
以
下
。

（
9
）E

berhard Schm
idt-A

ßm
ann, Grundrechtspositionen und Legitim

ationsfragen im
 öffentlichen Gesundheitsw

esen. 
V

erfassungsrechtliche A
nforderungen an Entscheidungsgrem

ien in der gesetzlichen K
rankenversicherung und im
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T
ransplantationsw

esen, 2001, S. 74, S. 76 f.; ders., D
as allgem

eine V
erw

altungsrecht als O
rdnungsidee. Grundlagen und 

A
ufgaben der verw

altungsrechtlichen System
bildung, 2. A

ufl., 2004, 5/43 

（
エ
バ
ー
ハ
ル
ト
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト

－

ア
ス
マ
ン
（
太
田
匡
彦

＝
大
橋
洋
一
＝
山
本
隆
司
訳
）『
行
政
法
理
論
の
基
礎
と
課
題
─
─
秩
序
づ
け
理
念
と
し
て
の
行
政
法
総
論
』（
二
〇
〇
六
年
）
二
六
四
頁
以
下
）. 

つ

と
にM

ichael K
leine-Cosack, Berufsständische A

utonom
ie und Grundgesetz, 1986, S. 140 f.; M

atthias Papenfuß, D
ie 

personellen Grenzen der A
utonom

ie öffentlich-rechtlicher K
örperschaften, 1991, S. 151 ff. 

も
と
も
とW

infried Brohm
, 

Strukturen der W
irtschaftsverw

altung. O
rganisationsform

en und G
estaltungsm

öglichkeiten im
 

W
irtschaftsverw

altungsrecht, 1969, S. 253, 262 ff.

が
「
社
会
的
に
同
質
的
な
利
害
関
係
者
の
共
同
体
」
の
存
在
を
求
め
て
い
た
。「
対
応
要

請
」
はJanbernd O

ebbecke, D
em

okratische Legitim
ation nicht-kom

m
unaler Selbstverw

altung, V
erw

A
rch 81 （1990

）, S. 349 ff. 

（358 f.

）; Peter J. T
ettinger/ T

hom
as M

ann, Zur dem
okratischen Legitim

ation in sondergesetzlichen W
asserverbänden, in: 

T
ettinger/ M

ann/ Salzw
edel, W

asserverbände und dem
okratische Legitim

ation, 2000, S. 25

に
拠
る
。

（
10
）　

薄
井
一
成
「
ド
イ
ツ
商
工
会
議
所
と
自
治
行
政
─
─
公
共
組
合
の
法
理
論
」
同
『
分
権
時
代
の
地
方
自
治
』（
二
〇
〇
六
年
）
二
一
五
頁
以
下
。

（
11
）　

歴
史
も
含
め
、
倉
田
聡
『
医
療
保
険
の
基
本
構
造
─
─
ド
イ
ツ
疾
病
保
険
制
度
史
研
究
』（
一
九
九
七
年
）。
さ
ら
に
、
門
脇
美
恵
「
ド
イ
ツ
疾
病

保
険
に
お
け
る
保
険
者
自
治
の
民
主
的
正
統
化
（
二
）」
名
古
屋
大
学
法
政
論
集
二
四
七
号
（
二
〇
一
二
年
）
四
九
頁
以
下
。

（
12
）　

山
本
隆
司
「
民
営
化
ま
た
は
法
人
化
の
功
罪
（
下
）」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
三
五
八
号
（
二
〇
〇
八
年
）
四
二
頁
以
下
。

（
13
）　W

infried K
luth, Funktionale Selbstverw

altung. V
erfassungsrechtlicher Status – verfassungsrechtlicher Schutz, 1997, S. 

235 f.

は
、「
一
元
的
構
造
」
と
と
も
に
「
グ
ル
ー
プ
の
多
元
的
な
構
造
」、「
グ
ル
ー
プ
の
対
立
す
る
構
造
」
の
機
能
的
自
治
を
挙
げ
る
。

（
14
）　H

ans-H
einrich T

rute, D
ie dem

okratische Legitim
ation der V

erw
altung, in: H

offm
ann-Riem

/ Schm
idt-A

ßm
ann/ V

oßkuhle 

（H
rsg.

）, Grundlagen des V
erw

altungsrechts, Bd. 1, 2. A
ufl., 2012, 

§6 Rn. 85

は
、
㈢
⑶
で
後
述
す
る
均
衡
の
と
れ
た
関
係
諸
利
益
の
表

出
と
考
慮
の
機
会
の
確
保
を
条
件
に
、
利
益
の
同
質
性
の
要
請
を
端
的
に
否
定
す
る
。A

ndreas W
ahl, K

ooperationsstrukturen im
 

V
ertragsarztrecht, 2001, S. 421

も
端
的
に
、「
同
質
性
は
自
治
行
政
の
（
生
の
）
素
材
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
生
産
物
で
あ
る
」
と
す
る
。

V
olker N

eum
ann, V

erantw
ortung, Sachkunde, Betroffenheit, Interesse: Zur dem

okratischen Legitim
ation der Richtlinien des 

Gem
einsam

en Bundesausschusses, N
ZS 2010, 593 ff. 

（597 f.

）
は
、「
結
集
さ
れ
る
グ
ル
ー
プ
が
実
現
す
べ
き
任
務
と
特
別
の
関
わ
り
を
も

機能的自治の法構造

233



つ
こ
と
が
、
事
柄
に
即
し
た
規
準
に
よ
り
格
付
け
ら
れ
て
い
れ
ば
十
分
で
あ
る
」
と
す
る
。
さ
ら
にT

hom
as G

roß, Selbstverw
altung 

angesichts von Europäisierung und Ö
konom

isierung, D
V

Bl. 2002, 1182 ff. 

（1192

）. 

機
能
的
自
治
に
よ
り
実
効
的
に
任
務
が
遂
行
で

き
る
限
り
、
同
質
性
は
不
要
と
す
る
見
解
と
し
て
、T

hom
as H

olzner, K
onsens im

 A
llgem

einen V
erw

altungsrecht und in der 
D

em
okratietheorie. U

ntersuchungen zur Phänom
enologie gruppenpluraler K

onsensverw
altung unter besonderer 

Berücksichtigung des Sozialrechts als Referenzgebiet, 2016, S. 162 ff. 

　
　
　

以
上
の
見
解
に
対
しM

artin Burgi, Selbstverw
altung angesichts von Europäisierung und Ö

konom
isierung, V

V
D

StRL 62 

（2003

）, S. 405 ff. （432 ff.

）
は
、
同
質
的
な
利
害
関
係
者
の
グ
ル
ー
プ
を
画
定
で
き
る
こ
と
が
、
自
治
行
政
が
実
効
的
に
任
務
を
遂
行
で
き
る
た

め
の
条
件
で
あ
る
と
す
る
。
他
に
同
質
性
の
要
請
を
重
視
す
る
近
時
の
見
解
と
し
てT

im
o H

ebeler, V
erfassungsrechtliche Problem

e 
“besonderer” Rechtssetzungsform

en funktionaler Selbstverw
altung – D

ie Richtlinien des Bundesausschusses für Ä
rzte und 

K
rankenkassen –, D

Ö
V

 2002, 936 ff. （941 f.

）.

（
15
）　Schm

idt-A
ßm

ann, O
rdnungsidee 

（Fn. 9

）, 5/42

─
─
「
特
定
の
実
体
的
任
務
へ
の
集
中
は
、
こ
う
し
た
形
式
の
自
治
行
政
に
固
有
の
こ

と
で
あ
る
が
、
分
極
化
効
果
を
も
つ
。
地
方
自
治
行
政
を
特
徴
づ
け
る
任
務
領
域
の
普
遍
性
に
よ
る
中
立
化
効
果
が
、
働
か
な
い
の
で
あ
る
」。 

H
ans-H

einrich T
rute, Funktionen der O

rganisation und ihre A
bbildung im

 Recht, in: Schm
idt-A

ßm
ann/ H

offm
ann-Riem

 

（H
rsg.

）, V
erw

altungsorganisationsrecht als Steuerungsressource, 1997, S. 249 ff. （287

）.

（
16
）　T

ettinger/ M
ann （Fn. 9

）, S. 25

─
─
「
構
成
員
の
事
務
の
充
足
が
同
時
に
一
般
利
益
に
な
る
こ
と
は
排
除
さ
れ
な
い
」。

（
17
）　

強
制
加
入
と
い
う
面
で
公
共
組
合
と
共
通
性
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
、
安
本
・
前
掲
註
（
5
）
二
九
二
頁
。

（
18
）　T

rute 

（Fn. 14

）, Rn. 86

は
、
機
能
的
自
治
に
お
い
て
「
代
表
さ
れ
て
い
な
い
第
三
者
の
利
益
に
対
し
、
強
度
に
お
い
て
全
く
マ
ー
ジ
ナ
ル
な

も
の
に
と
ど
ま
ら
な
い
影
響
が
存
在
す
る
」
と
し
、
第
三
者
利
益
を
十
分
反
映
さ
せ
る
よ
う
な
自
治
組
織
内
部
の
決
定
手
続
を
構
築
す
る
立
法
者
の

責
任
を
指
摘
す
る
。A

.W
ahl 

（Fn. 14

）, S. 424 ff.

も
、
こ
う
し
た
第
三
者
へ
の
影
響
を
前
提
に
、
国
の
介
入
権
や
議
会
法
律
に
よ
る
自
治
行
政

の
輪
郭
付
け
の
強
化
も
考
え
ら
れ
る
が
、
立
法
者
に
よ
る
自
治
行
政
の
「
組
織
化
責
任
」
お
よ
び
「
プ
ロ
セ
ス
の
形
成
」
が
重
要
で
あ
る
旨
を
説
く
。

こ
れ
に
対
し
、
や
は
り
「
公
法
上
の
社
団
の
自
律
」
が
「
間
接
的
な
外
部
効
果
」
を
も
つ
こ
と
を
許
容
す
るPapenfuß 

（Fn. 9

）, S. 174 ff.

は
、

法
律
に
よ
る
授
権
の
規
律
密
度
を
、
第
三
者
の
基
本
権
に
関
わ
る
程
度
に
応
じ
て
上
げ
る
こ
と
（
事
項
・
内
容
に
関
わ
る
民
主
的
正
統
化
）
を
求
め
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て
い
た
。

　
　
　

さ
ら
にJanbernd O

ebbecke, Selbstverw
altung angesichts von Europäisierung und Ö

konom
isierung, V

V
D

StRL 62 

（2003

）, 
S. 366 ff. 

（370

）
は
、
通
常
は
自
治
行
政
の
意
思
形
成
に
利
害
関
係
者
の
全
員
は
組
み
入
れ
ら
れ
ず
、
自
治
行
政
の
担
い
手
は
、「
事
実
上
必
然
的

に
定
ま
る
、
事
理
に
よ
る
自
治
行
政
の
対
象
と
の
緊
密
な
関
係
」
の
観
点
か
ら
で
は
な
く
、「
政
治
的
に
決
定
さ
れ
る
」
と
し
て
、
自
治
行
政
の
「
利

害
関
係
者
」
で
は
な
く
「
受
託
者
（Betraute

）
」
と
表
現
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
も
っ
と
も
、
そ
こ
ま
で
言
う
と
、
自
治
行
政
の
「
構
成
員
の

切
り
出
し
と
任
務
の
状
態
と
は
対
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（a.a.O

., S. 395 f.

）
と
い
う
要
請
を
満
た
せ
な
く
な
る
の
で
は
な
い
か
。

（
19
）　

組
織
法
上
の
法
形
式
の
意
義
に
つ
きE

berhard Schm
idt-A

ßm
ann, V

erw
altungsrechtliche D

ogm
atik. Eine Zw

ischenbilanz zu 
Entw

icklung, Reform
 und künftigen A

ufgaben, 2013, S. 137 ff.

（
20
）　
「
手
続
（
法
）
構
造
」
の
意
義
に
つ
き
、
山
本
隆
司
「
開
か
れ
た
法
治
国
─
─
行
政
法
総
論
の
基
本
概
念
の
再
検
討
」
公
法
研
究
六
五
号
（
二
〇

〇
三
年
）
一
六
三
頁
以
下
（
一
六
九
頁
以
下
）。

（
21
）　

古
典
的
な
業
績
と
し
てE

rnst-W
olfgang Böckenförde, D

em
okratie als V

erfassungsprinzip, in: Isensee/ K
irchhof 

（H
rsg.

）, 
H

andbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik D
eutschland, Bd. 2, 3. A

ufl., 2004,

§24 Rn. 33; E
berhard Schm

idt-A
ßm

ann, 
V

erfassungslegitim
ation als Rechtsbegriff, A

öR 116 （1991

）, S. 329 ff. （376 ff.

）.

（
22
）　Schm

idt-A
ßm

ann, O
rdnungsidee 

（Fn. 9
）, 2/91.　

民
主
的
正
統
化
に
つ
い
て
、
詳
し
く
は
前
註
お
よ
び
㈣
⑶
の
諸
註
に
挙
げ
た
諸
文
献

が
あ
る
が
、
差
し
当
た
り
基
本
的
な
説
明
と
し
て
、
山
本
隆
司
「
行
政
の
主
体
」
磯
部
力
＝
小
早
川
光
郎
＝
芝
池
義
一
編
『
行
政
法
の
新
構
想
Ⅰ　

行
政
法
の
基
礎
理
論
』（
二
〇
一
一
年
）
八
九
頁
以
下
（
九
四
頁
）。

（
23
）　T

rute （Fn. 14

）, Rn. 85.

（
24
）　Schm

idt-A
ßm

ann, O
rdnungsidee 

（Fn. 9

）, 2/93

─
─
「
平
等
な
参
加
の
機
会
に
基
づ
く
内
部
組
織
は
…
…
民
主
的
正
統
化
よ
り
狭
い
利

害
関
係
者
共
同
体
の
関
係
の
枠
組
み
で
は
、
固
定
化
す
る
」。

（
25
）　Brohm

 （Fn. 9

）, S. 261; G
roß （Fn. 14

）, S. 1193; H
olzner （Fn. 14

）, S. 164, 179; K
leine-Cosack （Fn. 9

）, S. 206 ff.; K
luth （Fn. 

13

）, S. 460 ff.; N
eum

ann 

（Fn. 14

）, S. 597 f.; O
ebbecke 

（Fn. 9

）, S. 365 f.; T
rute 

（Fn. 14

）, Rn. 83. 

た
だ
し
、
日
本
の
公
共
組
合
を

念
頭
に
置
い
た
論
述
で
あ
る
が
、
興
津
征
雄
「
行
政
過
程
の
正
統
性
と
民
主
主
義
」
小
早
川
光
郎
先
生
古
稀
記
念
『
現
代
行
政
法
の
構
造
と
展
開
』

機能的自治の法構造
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（
二
〇
一
六
年
）
三
二
五
頁
以
下
（
三
四
一
頁
以
下
）。

（
26
）　Papenfuß （Fn. 9

）, S. 172 ff.

が
明
確
に
述
べ
る
。

（
27
）　A

. W
ahl （Fn. 14

）, S. 422, 436

は
、「
民
主
政
原
理
は
専
門
化
の
禁
止
を
含
ま
な
い
」
旨
を
指
摘
す
る
。

（
28
）　T

rute 

（Fn. 14

）, Rn. 30 Fn. 146

は
、「
事
項
・
内
容
に
関
わ
る
民
主
的
正
統
化
の
弱
さ
は
、
人
員
に
関
わ
る
強
い
民
主
的
正
統
化
の
要
素
に

よ
り
特
別
に
補
償
す
る
こ
と
を
要
す
る
欠
陥
で
は
な
い
。
両
者
が
議
会
主
義
の
機
能
条
件
で
あ
る
」
と
指
摘
す
る
。

（
29
）　Schm

idt-A
ßm

ann, O
rdnungsidee （Fn. 9

）, 2/90.

（
30
）　T

rute （Fn. 14
）, Rn. 55

は
さ
ら
に
、
様
々
な
形
態
の
単
純
な
手
続
参
加
ま
で
自
律
的
正
統
化
に
含
め
て
い
る
。

（
31
）　

塩
野
宏
「
放
送
の
特
質
と
放
送
事
業
─
─
西
ド
イ
ツ
モ
デ
ル
の
分
析
」（
一
九
七
四
年
）
同
『
放
送
法
制
の
課
題
』（
一
九
八
九
年
）
八
六
頁
以
下
。

（
32
）　

山
本
隆
司
「
日
本
に
お
け
る
公
私
協
働
」
藤
田
宙
靖
博
士
東
北
大
学
退
職
記
念
『
行
政
法
の
思
考
様
式
』（
二
〇
〇
八
年
）
一
七
一
頁
以
下
（
一

九
二
頁
）。
原
田
大
樹
『
自
主
規
制
の
公
法
学
的
研
究
』（
二
〇
〇
七
年
）
二
〇
六
頁
は
、「
狭
義
の
自
主
規
制
と
…
…
作
用
特
定
的
自
治
と
の
間
に

社
会
問
題
解
決
手
法
と
し
て
の
連
続
性
が
あ
る
」
と
指
摘
す
る
。

（
33
）　Burgi （Fn. 14

）, S. 430.

（
34
）Ingw

er E
bsen, R

echtsquellen, in: Schulin 

（H
rsg.

）, H
andbuch des Sozialversicherungsrechts, B

d. 1: 
K

rankenversicherungsrecht, 1994, 

§7 Rn. 14 ff.

（
35
）　N

eum
ann （Fn. 14

）, S. 599 f.

（
36
）　T

hom
as G

roß, D
as K

ollegialprinzip in der V
erw

altungsorganisation, 1999, S. 141; ders. （Fn. 14

）, S. 1192 f.

（
37
）　R

einhard H
endler, Selbstverw

altung als O
rdnungsprinzip, 1986, S. 286 f.

（
38
）　D

olzner （Fn. 14

）, S. 136 ff., 180 ff.

（
39
）　Schm
idt-A

ßm
ann, O

rdnungsidee （Fn. 9

）, 2/90, 102, 106.

（
40
）　O
ebbecke 

（Fn. 9

）, S. 369. 

連
邦
労
働
営
造
物
（
現
在
の
機
構
）
お
よ
び
州
放
送
営
造
物
を
機
能
的
自
治
に
含
め
る
こ
と
に
疑
問
を
呈
す
る
見

解
と
し
てK

luth （Fn. 13

）, S. 80 f., 206, 208. 

ま
たSchm

idt-A
ßm

ann （Fn. 7

）, S. 261 ff.

も
、こ
う
し
た
観
点
か
ら
州
放
送
営
造
物
を
「
自

治
」
の
範
疇
で
捉
え
ず
、Schm

idt-A
ßm

ann, Gesundheitsw
esen 

（Fn. 9
）, S. 89 ff.

は
、
社
会
法
典
第
五
編
九
一
条
の
連
邦
共
同
委
員
会
を
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「
共
同
自
治
行
政
」
の
概
念
で
捉
え
る
こ
と
は
「
混
乱
を
招
く
」
と
し
、
多
元
的
専
門
家
委
員
会
と
し
て
理
解
す
べ
き
と
す
る
。
こ
の
「
共
同
自
治

行
政
」
の
概
念
お
よ
び
制
度
に
対
す
る
批
判
は
多
い
が
、
例
え
ばBertram

 Schulin, in: Schulin （H
rsg.

） （Fn. 34

）, 

§6 Rn. 97 ff.

（
41
）　

民
主
的
正
統
化
、
特
に
機
能
的
自
治
と
の
関
係
に
関
す
る
ド
イ
ツ
の
多
様
な
学
説
は
、
近
時
日
本
で
も
包
括
的
に
研
究
さ
れ
て
い
る
。
門
脇
美
恵

「
ド
イ
ツ
疾
病
保
険
に
お
け
る
保
険
者
自
治
の
民
主
的
正
統
化
（
三
）（
四
・
完
）
」
名
古
屋
大
学
法
政
論
集
二
五
一
号
三
四
七
頁
以
下
（
三
六
六
頁

以
下
）・
二
五
二
号
一
五
五
頁
以
下
（
二
〇
一
三
年
）、
高
橋
雅
人
『
多
元
的
行
政
の
憲
法
理
論
─
─
ド
イ
ツ
に
お
け
る
行
政
の
民
主
的
正
当
化
論
』

（
二
〇
一
七
年
）
八
三
頁
以
下
、
田
代
滉
貴
「
ド
イ
ツ
公
法
学
に
お
け
る
「
民
主
的
正
統
化
論
」
の
展
開
と
そ
の
構
造
」
行
政
法
研
究
一
四
号
（
二

〇
一
六
年
）
二
五
頁
以
下
、
日
野
田
浩
行
「
民
主
制
原
理
と
機
能
的
自
治
」『
大
石
眞
先
生
還
暦
記
念　

憲
法
改
革
の
理
念
と
展
開
（
上
）
』（
二
〇

一
二
年
）
三
一
三
頁
以
下
。
議
論
を
整
理
し
た
近
時
の
ド
イ
ツ
の
文
献
と
し
て
、A

lbert Ingold, D
as Recht der O

ppositionen. 
V

erfassungsbegriff – V
erfassungsdogm

atik – V
erfassungstheorie, 2015, S. 264 ff.

こ
の
テ
ー
マ
に
関
し
て
は
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判

例
の
分
析
が
必
須
で
あ
る
が
、
次
の
文
献
に
譲
り
、
本
稿
で
は
割
愛
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
田
代
滉
貴
「
判
例
理
論
と
し
て
の
民
主
的
正
統
化
論
─
─

ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
判
例
研
究
」
法
政
研
究
（
九
州
大
学
）
八
四
巻
二
号
（
二
〇
一
七
年
）
一
〇
三
頁
以
下
。

（
42
）　M

atthias Jestaedt, D
em

okratieprinzip und K
ondom

inialverw
altung: Entscheidungsteilhabe Privater an der öffentlichen 

V
erw

altung auf dem
 Prüfstand des V

erfassungsprinzips D
em

okratie, 1993, S. 205 ff., S. 305, S. 329, S. 505 ff., S. 579 ff., S. 589 
ff. 

一
般
論
と
し
て
同
様
の
傾
向
の
見
解
と
し
てK

laus Ferdinand G
ärditz, D

ie O
rganisation der W

irtschaftsverw
altung, in: R. 

Schm
idt/ W

ollenschläger 

（H
rsg.

）, K
om

pendium
 Ö

ffentliches W
irtschaftsrecht, 4. A

ufl., 2016, 

§4 Rn. 28, 32 ff. 

ま
たSandra 

K
öller, Funktionale Selbstverw

altung und ihre dem
okratische Legitim

ation. Eine U
ntersuchung am

 Beispiel der 
W

asserverbände Lippeverband und Em
schergenossenschaft, 2009, S. 321 ff.

も
、
機
能
的
自
治
を
認
め
る
た
め
に
憲
法
に
例
外
条
項
を

定
め
る
こ
と
を
求
め
る
。

（
43
）　

反
対
、G

roß （Fn.36

）, S. 139.

（
44
）　M

atthias Jestaedt, Selbstverw
altung als “V

erbundbegriff”. V
om

 W
esen und W

ert eines allgem
einen 

Selbstverw
altungsbegriffes, D

V
 35 

（2003

）, S. 293 ff. 

（309 ff.

）.　

斎
藤
誠
「
自
治
・
分
権
と
現
代
行
政
法
」
岡
田
正
則
＝
白
藤
博
行
ほ

か
編
『
現
代
行
政
法
講
座
Ⅰ　

現
代
行
政
法
の
基
礎
理
論
』（
二
〇
一
六
年
）
二
九
三
頁
以
下
（
二
九
六
頁
以
下
）
が
、
こ
の
論
文
を
詳
細
に
紹
介
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し
て
い
る
。

（
45
）　G

roß 

（Fn. 36

）, S. 199 ff.; T
rute 

（Fn. 14

）, Rn. 16, 32, 37, 53; Brun-O
tto Bryde, D

as D
em

okratieprinzip des Grundgesetzes 
als O

ptim
ierungsaufgabe, in: Redaktion K

ritische Justiz 

（H
rsg.

）, D
em

okratie und Grundgesetz: Eine A
useinandersetzung 

m
it der verfassungsgerichtlichen Rechtsprechung, 2000, S.59 ff. 

（60 ff.

）; V
eith M

ehde, N
eues Steuerungsm

odell und 
D

em
okratieprinzip, 2000, S. 531 ff., S. 561; U

tz Schliesky, Souveränität und Legitim
ität von H

errschaftsgew
alt: D

ie 
W

eiterentw
icklung von Begriffen der Staatslehre und des Staatsrechts im

 europäischen M
ehrebenensystem

, 2004, S. 616 ff. 

よ
り
正
確
にSebastian U

nger, D
as V

erfassungsprinzip der D
em

okratie: N
orm

struktur und N
orm

inhalt des grundgesetzlichen 
D

em
okratieprinzips, 2008, S. 218 ff., S. 281 ff.

は
、
原
理
と
ル
ー
ル
の
併
存
を
説
く
。Claus D

ieter Classen, D
em

okratische 
Legitim

ation im
 offenen R

echtsstaat: Zur B
eeinflussung des D

em
okratieprinzips durch R

echtsstaatlichkeit und 
internationale O

ffenheit, 2009, S. 37 ff.

は
、
法
治
国
原
理
と
の
調
整
の
み
を
認
め
、
自
己
決
定
な
い
し
参
加
の
原
理
を
正
面
か
ら
位
置
づ
け
な

い
。
い
ず
れ
に
も
反
対
、Bernd G

rzeszick, in: M
aunz/ D

ürig, GG K
om

m
. A

rt. 20 II Rn. 159 f., 164, 166; K
öller （Fn. 42

）, S. 63 ff., 
S. 285 ff.

（
46
）　G

roß 

（Fn. 36

）, S. 165 ff.; T
rute 
（Fn.14

）, Rn. 17 ff.; Bryde 

（Fn. 45

）, S. 63ff.; Schliesky 

（Fn. 45

）, S. 677 ff.; U
nger 

（Fn. 
45

）, S. 251 ff. 

特
に
個
人
の
尊
厳
に
つ
きBrun-O

tto Bryde, D
ie bundesrepublikanische V

olksdem
okratie als Irrw

eg der 
D

em
okratietheorie, StW

uStP 5 （1994

）, S. 305 （321 f.

）. 

反
対
、Classen （Fn. 45

）, S. 34 ff.; G
rzeszick （Fn. 45

）, Rn. 81 f., 162; 
K

öller （Fn. 42

）, S. 45 ff.

（
47
）　G

roß （Fn. 36

）, S. 197 ff.; T
rute （Fn. 14

）, Rn. 25 f., 48, 54 f.; Bryde （Fn. 45

）, S. 67 f.; Schliesky （Fn. 45

）, S. 690; U
nger （Fn. 

45

）, S. 263 ff.

（
48
）　Schm
idt-A

ßm
ann, O

rdnungsidee 

（Fn. 9

）, 2/3.　

た
だ
し
、
こ
う
し
た
関
係
を
切
り
詰
め
て
「
民
主
政
の
距
離
要
請
」
と
表
現
す
る
こ

と
が
、い
さ
さ
か
ミ
ス
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。毛
利
透
『
統
治
構
造
の
憲
法
論
』（
二
〇
一
四
年
）
二
八
一
頁
以
下
、山
本
・

前
掲
註
（
32
）
二
二
一
頁
以
下
。

（
49
）　

山
本
隆
司
「
現
代
に
お
け
る
行
政
法
学
の
体
系
」
岡
田
＝
白
藤
ほ
か
編
・
前
掲
註
（
44
）
三
一
頁
以
下
（
四
三
頁
以
下
）。
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50
）　E

ike W
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ann, Legitim
ation im
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okratischen V

erw
altungslegitim

ation im
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（
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批
判
と
し
て
例
え
ばJestaedt （Fn. 44

）, S. 496 ff.; Schm
idt-A

ßm
ann, O

rdnungsidee （Fn. 9
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（
53
）　K
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xekutive in der Sozialversicherung. E
in B
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）, S. 
247 ff.; Schm

idt-A
ßm

ann, O
rdnungsidee （Fn. 9

）, 5/42 Fn. 91.

（
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）　

以
下
に
つ
き
、
山
本
隆
司
「
競
売
に
よ
る
分
配
行
政
法
の
基
本
問
題
」
阿
部
泰
隆
先
生
古
稀
記
念
『
行
政
法
学
の
未
来
に
向
け
て
』（
二
〇
一
二
年
）

二
四
三
頁
以
下
（
二
五
六
頁
以
下
）。

（
56
）　Josef Isensee, N

ichtsteuerliche A
bgaben – ein w

eißer Fleck in der Finanzverfassung, in: Staatsfinanzierung im
 W

andel. 
V

erhandlungen auf der Jahrestagung des V
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öln 1982, 1983, S. 435 ff. 
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laus V

ogel/ 
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aldhoff, Grundlagen des Finanzverfassungsrechts, 1999, Rn. 427 f.

は
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団
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負
担
の
「
付
加
的
な
」
正
当
化
根
拠
と
し

て
基
本
権
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挙
げ
る
。

（
57
）　W

infried K
luth, in: W
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luth, V

erw
altungsrecht I, 13. A
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§42 Rn. 57; K
luth 

（Fn. 13
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ff.
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58
）　Paul K

irchhof, N
ichtsteuerliche A

bgaben, in: Isensee/ K
irchhof （H

rsg.

）, H
andbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik 

D
eutschland, Bd. V
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ufl., 2007, 

§119 Rn. 113 ff.

（
59
）　O

ebbecke （Fn. 18

）, S. 396.

（
60
）　K

luth （Fn. 13

）, S. 317.

（
61
）　

原
田
・
前
掲
註
（
3
）
四
七
八
頁
以
下
は
、「
地
方
自
治
と
作
用
特
定
的
自
治
の
相
対
化
」
を
指
摘
す
る
。
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イ
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